
 

 

雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会開催要綱 

 

１ 趣 旨 

令和元年に女性活躍推進法等改正法が成立し、一般事業主行動計画の

策定義務拡大、情報公表の強化、パワーハラスメント防止のための事業主

の雇用管理上の措置義務等の新設等を講じてきたが、改正法施行後にお

いて、 

① 男女の賃金の差異の情報公表が開始されるという新しい動きがあっ

たが、男女の賃金の差異は依然として大きく、女性管理職の割合も国際

的に見るとその水準は低い、 

② ハラスメント関係の相談件数は高止まり傾向にあり、カスタマーハ

ラスメントや就活セクハラなどが社会問題化している、 

という課題がみられる。 

  これらの課題に加え、平成 28 年度より施行してきた女性活躍推進法は

同法附則第 2 条第 1 項により令和 7 年度末で同法が失効するとされてい

るところである。 

  こうした状況を踏まえ、雇用の分野における女性活躍推進等に関する

現状や論点を整理し、その方向性について検討を行う。 

２ 検討事項 

(1) 雇用の分野における女性活躍推進の方向性 

(2) ハラスメントの現状と対応の方向性 

(3) その他 

３ 運 営 

(1) 本検討会は、厚生労働省雇用環境・均等局長が有識者（別紙）の参集

を求めて開催する。 

(2) 本検討会の座長は、参集者の中から互選により選出し、座長代理は、

必要に応じて座長が指名する。 

(3) 本検討会は、必要に応じ、(1)の参集者以外の者の出席を求めること

ができる。 

(4) 本検討会は原則として公開する。ただし、特段の事情がある場合に

は、座長の判断により非公開とすることができる。 

(5) 本検討会の庶務は、厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課に

おいて行う。 
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